
著名人をかたった 
金融商品の勧誘詐欺に注意!

　SNSの広告で「100万円が1億円に増えた」という著名な
経済評論家による体験談が掲載されていたので興味を持

ち、メッセージアプリに登録しました。すると、この経済評論
家のアシスタントを名乗る人からメッセージが届き「海外株が
短期で値上がりするから購入しないか」という投資話を持ち掛
けられました。著名な経済評論家が言うことなら信用できると
思い、個人名義の口座に100万円を振り込みました。その後、
運用状況を確認すると1,000万円の利益が出ていたため資金
を引き出したいと申し出たところ、手数料として100万円、
運用している海外の株式市場に300万円の税金を支払わない
と出金できないと言われました。支払えないと言うと違約金は
200万円だと告げられました。これは詐欺でしょうか。

　SNS上には著名人の名前や画像を無断で掲載すること
で、消費者を信用させ、投資の勧誘を行う手口が多く見

られます。株やFX、暗号資産などの取引で個人名義の銀行口
座に振り込みさせることはありません。指定された口座が個人
名義の場合は詐欺であり、一度振り込んでしまったお金を取り
戻すことは困難ですので、絶対に振り込まないでください。
　広告が本物かどうか見分けがつかない場合は、著名人の公式

子どもたちがボールで遊べる公園は

　私の住んでいる家の近くの公園には、ボール遊びに関す
る注意喚起の看板が設置されています。こうした看板は

ほかの公園にも設置されていて、遊ぶのを我慢している子ども
が多いと思います。子どもたちが伸び伸びとボール遊びを楽し
める公園はありますか。

　市では、公園でのボール遊びについて、ほかの利用者に
迷惑が掛からない範囲での利用をお願いしています。

キャッチボールやサッカーのパス回しなど、周りの人に配慮し
た遊び方であれば、ボール遊びをしても問題ありません。
　現在、公津の杜公園の多目的広場と芝生広場では「もっとボー
ル遊びができる公園」事業を試行していて、柔らかいボールで
バットやラケットを使ったボール遊びができます。今後も対象
の公園を増やしていくことを検討しています。

※くわしくは公園緑地課（☎20-1562）へ。

サイトなどで投資に関する注意喚起が出ていないか確認するよ
うにしましょう。また、日本に住んでいる人を相手に、株や
FX、暗号資産などの取引をする業者は、金融庁への登録が必
要なため、同庁ホームページで登録の有無を確認することも有
効です。

　不安に思ったりトラブルになったりした場合は消費生活セン
ターに相談してください。

※くわしくは同センター（☎23-1161）へ。
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このコーナーでは、これまで「市長への手紙」などを通じて寄せら
れた意見・要望のうち、問い合わせの多いものについて、市の取
り組みや考え方などを紹介します。

消費生活相談Q&A

掲示板

市長室からお答えしますA
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